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(54)【発明の名称】 定電流装置、表示装置およびその駆動方法

(57)【要約】
【課題】  回路規模が大きくなることを防止しながら、
容量性負荷となる発光素子を駆動する際にも駆動電圧の
立ち上がりの遅れを抑制できるようにする。
【解決手段】  表示装置は、発光素子としての有機ＥＬ
素子を有する有機ＥＬ表示器１と、有機ＥＬ表示器１の
走査電極の駆動を行う走査電極駆動回路２と、有機ＥＬ
表示器１のデータ電極の駆動を行うデータ電極駆動部３
とを備えている。データ電極駆動部３は、各データ電極
毎に、データ電極に定電流を供給するための定電流回路
を有している。定電流回路は、与えられる基準電圧等の
基準値に応じて、出力する定電流の値が変わるようにな
っている。基準値は、一走査電極の選択期間のうち、有
機ＥＬ素子に対する電流の供給開始から所定の期間に有
機ＥＬ素子に供給される定電流の値が、残りの期間に有
機ＥＬ素子に供給される定電流の値よりも大きくなるよ
うに切り換えられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  与えられた基準値によって決定される定
電流を出力する定電流回路と、
複数の基準値のうちの一つを選択して前記定電流回路に
与える基準値選択手段とを備えたことを特徴とする定電
流装置。
【請求項２】  前記基準値は、基準電圧、基準電流もし
くは基準抵抗値であることを特徴とする請求項１記載の
定電流装置。
【請求項３】  容量性負荷を駆動するために用いられる
ことを特徴とする請求項１または２記載の定電流装置。
【請求項４】  複数の発光素子を有する表示器と、
前記発光素子にその発光に必要な電力を選択的に供給し
て前記発光素子を駆動する駆動手段とを備えた表示装置
であって、
前記駆動手段は、
与えられた基準値によって決定される定電流を前記発光
素子に供給する定電流回路と、
複数の基準値のうちの一つを選択して前記定電流回路に
与える基準値選択手段とを有することを特徴とする表示
装置。
【請求項５】  前記基準値は、基準電圧、基準電流もし
くは基準抵抗値であることを特徴とする請求項４記載の
表示装置。
【請求項６】  更に、前記発光素子に対して電流が供給
される期間のうち、電流の供給開始から所定の期間に前
記発光素子に供給される定電流の値が、残りの期間に前
記発光素子に供給される定電流の値よりも大きくなるよ
うに前記基準値選択手段を制御する制御手段を備えたこ
とを特徴とする請求項４または５記載の表示装置。
【請求項７】  前記表示器は、更に、複数の走査電極
と、この複数の走査電極と交差するように設けられた複
数のデータ電極とを有し、前記発光素子は、前記走査電
極とデータ電極が交差する部分に配置されて両電極に接
続され、
前記駆動手段は、前記データ電極を介して前記発光素子
に対して定電流を供給することを特徴とする請求項４な
いし６のいずれかに記載の表示装置。
【請求項８】  前記発光素子は有機エレクトロルミネセ
ント素子であることを特徴とする請求項４ないし７のい
ずれかに記載の表示装置。
【請求項９】  複数の発光素子を有する表示器と、前記
発光素子にその発光に必要な電力を選択的に供給して前
記発光素子を駆動する駆動手段とを備え、前記駆動手段
は、与えられた基準値によって決定される定電流を前記
発光素子に供給する定電流回路と、複数の基準値のうち
の一つを選択して前記定電流回路に与える基準値選択手
段とを有する表示装置の駆動方法であって、
前記発光素子に対して電流が供給される期間のうち、電
流の供給開始から所定の期間に前記発光素子に供給され*
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*る定電流の値が、残りの期間に前記発光素子に供給され
る定電流の値よりも大きくなるように前記基準値選択手
段を制御して、前記駆動手段によって前記発光素子に対
して電流を供給することを特徴とする表示装置の駆動方
法。
【請求項１０】  前記基準値は、基準電圧、基準電流も
しくは基準抵抗値であることを特徴とする請求項９記載
の表示装置の駆動方法。
【請求項１１】  前記表示器は、更に、複数の走査電極
と、この複数の走査電極と交差するように設けられた複
数のデータ電極とを有し、前記発光素子は、前記走査電
極とデータ電極が交差する部分に配置されて両電極に接
続され、
前記駆動手段は、前記データ電極を介して前記発光素子
に対して定電流を供給することを特徴とする請求項９ま
たは１０記載の表示装置の駆動方法。
【請求項１２】  前記発光素子は有機エレクトロルミネ
セント素子であることを特徴とする請求項９ないし１１
のいずれかに記載の表示装置の駆動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、例えば容量性負荷
を駆動するために用いられる定電流装置、定電流を供給
して発光素子を駆動する表示装置およびその駆動方法に
関する。
【従来の技術】
【０００２】近年、有機エレクトロルミネセント（Elec
troluminescent；以下、ＥＬと記す。）素子が盛んに研
究され、実用化されつつある。この有機ＥＬ素子は、発
光材料に有機材料を用いた電荷注入再結合型のＥＬ素子
である。この有機ＥＬ素子をセグメント状、マトリクス
状あるいはそれらの混成型に配置した表示器を有する表
示装置は、薄型、高輝度、高視野角、高精細等の特徴を
有する次世代の表示装置（ディスプレイ）して、実用
化、高性能化を目指して、盛んに研究開発が行われてい
る。
【０００３】有機ＥＬ素子を用いた表示装置は、定輝度
のモノクロ表示装置としては実用化されつつある。そし
て、今後、部分的に異なる発光色で表示面を構成する部
分（パーシャル）カラー表示装置や、数色に発光させら
れる多色（マルチ）カラー表示装置や、多色発光と階調
制御を組み合わせたフルカラー表示装置としての実用化
が期待されている。
【０００４】有機ＥＬ素子は、例えば、ガラス基板上に
マトリクス状あるいはセグメント状に配置された錫ドー
プ酸化インジウム（ＩＴＯ）等を用いた透明電極（ホー
ル注入電極）とアルミニウム等を用いた電極（電子注入
電極）との間に、有機物あるいは無機物よりなる正孔注
入層および正孔輸送層、有機物よりなる発光層、有機物
あるいは無機物よりなる電子輸送層等を必要に応じて積



(3) 特開２００１－１８８５０１

10

20

30

40

50

3
層した構造をしている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】有機ＥＬ素子の発光輝
度は有機ＥＬ素子に流れる電流密度に比例するため、有
機ＥＬ表示器の駆動方法としては、電流駆動が望まし
い。しかしながら、有機ＥＬ素子は、電極の間に有機材
料が積層された構造をしているため、容量性負荷であ
る。そのため、有機ＥＬ表示器を定電流駆動する場合に
は、有機ＥＬ素子を駆動する際に、有機ＥＬ素子の容量
成分への充電電流が流れる期間は、有機ＥＬ素子の駆動
電圧の立ち上がりが遅れ、発光遅延が発生する可能性が
ある。
【０００６】ここで、図１５を参照して、上記の現象の
原因について説明する。図１５において、（ａ）は定電
流源によって容量性負荷に供給される電流の波形を示
し、（ｂ）は（ａ）に示した波形で電流が供給された場
合における容量性負荷の両端間の電圧の波形を示してい
る。定電流源によって有機ＥＬ素子のような容量性負荷
を駆動する場合には、定電流源は、容量性負荷に対する
充電電流も含めて、負荷に対して定電流を供給する。従
って、容量性負荷に供給される電流の値は、（ａ）に示
したように一定値Ｌ

0
となる。この場合、容量性負荷へ

の充電電流が存在する期間は、（ｂ）に示したように、
容量性負荷の両端間の電圧の立ち上がり波形が鈍ってく
る。定常状態に達した後は、容量性負荷の両端間の電圧
の値は一定値Ｖ

0
となる。

【０００７】ところで、特開平１１－９５７２３号公報
には、有機ＥＬ素子をマトリクス状に配置した表示器を
有する表示装置において、データ電極における所定の単
位電極を選択する直前に、全ての走査電極と全ての（あ
るいは所定の）データ電極とをショートして、一旦、同
電位にリセットすることによって、発光遅延を軽減する
技術が示されている。
【０００８】しかしながら、この技術では、単位電極毎
に、電極をリセットするためのスイッチが必要になり、
特にデータ電極数の多い表示器の場合に、駆動回路の規
模が大きくなるという問題点がある。
【０００９】また、上記技術では、有機ＥＬ表示器を定
電流駆動する場合には、リセット直後に、発光させる有
機ＥＬ素子に接続されたデータ電極には充電電流が流れ
るため、この充電電流による発光遅延を抑えることはで
きない。
【００１０】また、特開平１１－２３１８２４号公報に
は、発光素子に接続可能とされる第１の駆動源と第２の
駆動源とを設け、発光素子を駆動する際に、最初に第１
の駆動源によって発光素子に駆動電流を供給し、続いて
第２の駆動源によって発光素子に駆動電流を供給するよ
うにすると共に、第１の駆動源による駆動電流が第２の
駆動源による駆動電流よりも大きくした技術が示されて
いる。
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【００１１】しかしながら、この技術では、各データ電
極毎に２つの駆動源が必要になり、特にデータ電極数の
多い表示器の場合に、駆動回路の規模が大きくなるとい
う問題点がある。
【００１２】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも
ので、その第１の目的は、回路規模が大きくなることを
防止しながら、容量性負荷を駆動する際にも駆動電圧の
立ち上がりの遅れを抑制できるようにした定電流装置を
提供することにある。
【００１３】また、本発明の第２の目的は、回路規模が
大きくなることを防止しながら、容量性負荷となる発光
素子を駆動する際にも駆動電圧の立ち上がりの遅れを抑
制できるようにした表示装置およびその駆動方法を提供
することにある。
【００１４】
【課題を解決するための手段】本発明の定電流装置は、
与えられた基準値によって決定される定電流を出力する
定電流回路と、複数の基準値のうちの一つを選択して定
電流回路に与える基準値選択手段とを備えたものであ
る。
【００１５】本発明の定電流装置では、容量性負荷を駆
動する際には、容量性負荷に対して電流が供給される期
間のうち、電流の供給開始から所定の期間に容量性負荷
に供給される定電流の値が、残りの期間に容量性負荷に
供給される定電流の値よりも大きくなるように基準値選
択手段を制御することで、駆動電圧の立ち上がりの遅れ
を抑制することが可能になる。
【００１６】本発明の定電流装置において、基準値は基
準電圧、基準電流もしくは基準抵抗値であってもよい。
また、本発明の定電流装置は、例えば容量性負荷を駆動
するために用いられる。
【００１７】本発明の表示装置は、複数の発光素子を有
する表示器と、発光素子にその発光に必要な電力を選択
的に供給して発光素子を駆動する駆動手段とを備え、駆
動手段は、与えられた基準値によって決定される定電流
を発光素子に供給する定電流回路と、複数の基準値のう
ちの一つを選択して定電流回路に与える基準値選択手段
とを有するものである。
【００１８】本発明の表示装置では、容量性負荷となる
発光素子を駆動する際には、発光素子に対して電流が供
給される期間のうち、電流の供給開始から所定の期間に
発光素子に供給される定電流の値が、残りの期間に発光
素子に供給される定電流の値よりも大きくなるように基
準値選択手段を制御することで、駆動電圧の立ち上がり
の遅れを抑制することが可能になる。
【００１９】本発明の表示装置において、基準値は基準
電圧、基準電流もしくは基準抵抗値であってもよい。
【００２０】本発明の表示装置は、更に、発光素子に対
して電流が供給される期間のうち、電流の供給開始から
所定の期間に発光素子に供給される定電流の値が、残り
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の期間に発光素子に供給される定電流の値よりも大きく
なるように基準値選択手段を制御する制御手段を備えて
いてもよい。
【００２１】また、本発明の表示装置において、表示器
は、更に、複数の走査電極と、この複数の走査電極と交
差するように設けられた複数のデータ電極とを有し、発
光素子は、走査電極とデータ電極が交差する部分に配置
されて両電極に接続され、駆動手段は、データ電極を介
して発光素子に対して定電流を供給するようにしてもよ
い。
【００２２】また、本発明の表示装置において、発光素
子は有機エレクトロルミネセント素子であってもよい。
【００２３】本発明の表示装置の駆動方法は、複数の発
光素子を有する表示器と、発光素子にその発光に必要な
電力を選択的に供給して発光素子を駆動する駆動手段と
を備え、駆動手段は、与えられた基準値によって決定さ
れる定電流を発光素子に供給する定電流回路と、複数の
基準値のうちの一つを選択して定電流回路に与える基準
値選択手段とを有する表示装置を駆動する方法であっ
て、発光素子に対して電流が供給される期間のうち、電
流の供給開始から所定の期間に発光素子に供給される定
電流の値が、残りの期間に発光素子に供給される定電流
の値よりも大きくなるように基準値選択手段を制御し
て、駆動手段によって発光素子に対して電流を供給する
ものである。
【００２４】本発明の表示装置の駆動方法では、上述の
ように発光素子に対して電流を供給することにより、駆
動電圧の立ち上がりの遅れを抑制することが可能にな
る。
【００２５】本発明の表示装置の駆動方法において、基
準値は基準電圧、基準電流もしくは基準抵抗値であって
もよい。
【００２６】本発明の表示装置の駆動方法において、表
示器は、更に、複数の走査電極と、この複数の走査電極
と交差するように設けられた複数のデータ電極とを有
し、発光素子は、走査電極とデータ電極が交差する部分
に配置されて両電極に接続され、駆動手段は、データ電
極を介して発光素子に対して定電流を供給するようにし
てもよい。
【００２７】また、本発明の表示装置の駆動方法におい
て、発光素子は有機エレクトロルミネセント素子であっ
てもよい。
【００２８】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して詳細に説明する。図１は、本発明の一
実施の形態に係る表示装置の全体の構成の一例を示すブ
ロック図である。本実施の形態に係る表示装置は、マト
リクス状に配置された走査電極およびデータ電極と、こ
れら走査電極とデータ電極が交差する部分に形成され、
両電極に接続された複数の発光素子としての有機ＥＬ素
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子を有する有機ＥＬ表示器１を備えている。有機ＥＬ素
子は、両電極によって有機ＥＬ素子の両端間に所定の電
圧が印加されたときに発光する。有機ＥＬ表示器１は本
発明における表示器に対応する。
【００２９】本実施の形態に係る表示装置は、更に、有
機ＥＬ表示器１の走査電極の駆動を行う走査電極駆動回
路２と、有機ＥＬ表示器１のデータ電極の駆動を行うデ
ータ電極駆動部３と、有機ＥＬ表示器１に表示するデー
タや、表示に関するデータを出力する主制御部４と、こ
の主制御部４から与えられる表示データに応じて、有機
ＥＬ表示器１の表示タイミングや表示サイズ等の制御を
行う表示制御部５と、表示制御部５に接続され、主制御
部４から与えられる表示データを保持するための表示デ
ータ記憶部６と、主制御部４で使用されるクロックを生
成し、このクロックを主制御部４に供給する発振器７
と、表示制御部５で使用されるクロックを生成し、この
クロックを表示制御部５に供給する発振器８とを備えて
いる。走査電極駆動回路２およびデータ電極駆動部３
は、有機ＥＬ素子に、その発光に必要な電力を選択的に
供給する本発明における駆動手段に対応する。表示制御
部５は、本発明における制御手段に対応する。
【００３０】走査電極駆動回路２は、接続部１２を介し
て、有機ＥＬ表示器１の走査電極に接続されている。本
実施の形態では、複数のデータ電極は４つの組に分けら
れ、データ電極駆動部３は、各組のデータ電極を駆動す
る４つのデータ電極駆動回路３Ａ～３Ｄを有している。
各データ電極駆動回路３Ａ～３Ｄは、それぞれ、接続部
１３Ａ～１３Ｄを介して、各組のデータ電極に接続され
ている。接続部１２，１３Ａ～１３Ｄとしては、ヒート
シールコネクタやフレキシブル基板等が用いられる。
【００３１】主制御部４と表示制御部５は、制御バス２
１、データバス２２およびアドレスバス２３を介して接
続されている。表示制御部５と表示データ記憶部６は、
制御バス２４、データバス２５およびアドレスバス２６
を介して接続されている。
【００３２】表示制御部５と、各駆動回路２，３Ａ～３
Ｄは、表示制御部５から各駆動回路２，３Ａ～３Ｄへラ
ッチパルスを送るための信号線２７を介して接続されて
いる。ラッチパルスは、選択状態とする走査電極の切り
換えおよび１ライン分の表示のタイミングを示す信号で
ある。表示制御部５と各駆動回路２，３Ａ～３Ｄは制御
バス２８を介して接続されている。また、表示制御部５
とデータ電極駆動回路３Ａ～３Ｄは、データバス２９を
介して接続されている。
【００３３】主制御部４は、表示制御部５に対して、制
御バス２１を介してデータの入出力の指示や表示データ
記憶部６に対する動作の指示のための制御信号を与え、
アドレスバス２３を介してアドレスデータを与え、デー
タバス２２を介して表示データや命令を送るようになっ
ている。
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7
【００３４】表示制御部５は、表示データ記憶部６に対
して、制御バス２４を介して制御信号を与え、アドレス
バス２６を介してアドレスデータを与え、データバス２
５を介して、主制御部４から送られてきた表示データを
表示データ記憶部６に送って書き込んだり、表示データ
記憶部６より表示データを読み出すようになっている。
【００３５】また、表示制御部５は、各駆動回路２，３
Ａ～３Ｄに対して、制御バス２８を介して制御信号を与
えると共に信号線２７を介してラッチパルスを与えて、
各駆動回路２，３Ａ～３Ｄを制御すると共に、データバ
ス２９を介してデータ電極駆動回路３Ａ～３Ｄに表示デ
ータを転送して、表示を制御するようになっている。表
示制御部５は、表示する画像（イメージまたはキャラク
タ）のデータを、有機ＥＬ表示器１における各マトリク
スの交点に与えられるドット（画素）つまり有機ＥＬ素
子を単位としたドットデータとした場合に、表示するド
ットの座標に対応した走査電極とデータ電極を駆動する
ような信号を発生する。更に、表示制御部５は、フレー
ム単位の駆動の制御や、走査電極とデータ電極の駆動比
（デューティ）の制御等も行う。
【００３６】主制御部４は、通常、汎用のＭＰＵ（マイ
クロプロセッサ）と、このＭＰＵと接続されている記憶
媒体（ＲＯＭ（リードオンリメモリ）、ＲＡＭ（ランダ
ムアクセスメモリ）等）に格納された制御アルゴリズム
等によって実現することができる。また、主制御部４と
しては、プロセッサの態様を問わずに、ＣＩＳＣ（Comp
lex Instruction Set Computer）、ＲＩＳＣ（Reduced 
Instruction Set Computer）、ＤＳＰ（Digital Signal
 Processor）等の種々のプロセッサが使用可能である。
更に、主制御部４は、その他、ＡＳＩＣ（Application 
Specified Integrated Circuit）等、論理回路を組み合
わたもの等によって構成してもよい。また、図１では、
主制御部４を独立に設けているが、主制御部４を、表示
制御部５や、有機ＥＬ表示器１が備え付けられる装置の
制御部等と一体としてもよい。
【００３７】表示制御部５は、例えば、所定の演算機能
を有するプロセッサや複合論理回路等を用いた制御回路
と、この制御回路が外部の主制御部４等との間でデータ
の授受を行う際に用いられるバッファメモリと、制御回
路に対して、タイミング信号や、表示タイミング信号
や、外部記憶装置等への読み出し、書き込みタイミング
信号等を与えるタイミング信号発生回路（発振回路）
と、外部記憶装置との間で表示データ等の授受を行うた
めの記憶装置制御回路と、外部記憶装置から読み出した
り外部から与えられた表示データや、このような表示デ
ータを加工することにより得られた表示データに基づい
て駆動信号を生成し、送出する駆動信号送出回路と、外
部から与えられる、表示機能や表示させる表示器等に関
するデータや、制御コマンド等を格納する各種レジスタ
等によって構成することができる。
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【００３８】表示データ記憶部６は、例えば、外部から
与えられた画像データを有機ＥＬ表示器１上にマトリク
スデータ等に展開するために必要なデータ（変換テーブ
ル）や、所定のキャラクタデータやイメージデータが展
開されたマトリクスデータ等を格納し、必要に応じて各
データの格納位置（アドレス）を指定することにより読
み出しや書き込みが可能なようになっている。このよう
な、表示データ記憶部６としては、ＲＡＭ（例えばＶ
（ビデオ）ＲＡＭ）、ＲＯＭ等の半導体記憶素子を用い
るのが好ましいが、これに限定されるものではなく、光
や磁気を利用した記憶媒体を用いてもよい。
【００３９】図１に示した回路構成は、有機ＥＬ表示器
１を駆動するための回路構成の一例にすぎず、同等な機
能を有するものであれば他の回路構成をとることも可能
である。
【００４０】図２は、本実施の形態に係る表示装置にお
ける有機ＥＬ表示器１、走査電極駆動回路２およびデー
タ電極駆動部３の概略の構成を示す回路図である。本実
施の形態では、有機ＥＬ表示器１がマトリクス電極構成
で、ダイナミック駆動方式によって駆動するようになっ
ている。また、本実施の形態では、電子注入電極を走査
電極とし、ホール注入電極をデータ電極として駆動する
ようになっている。
【００４１】有機ＥＬ表示器１は、マトリクス状に配置
された走査電極ＲＬ１～ＲＬｎおよびデータ電極ＣＬ１
～ＣＬｍと、これら走査電極とデータ電極が交差する部
分に形成され、両電極に接続された複数の発光素子とし
ての有機ＥＬ素子ＥＬ

1,1
～ＥＬ

m,n
を有している。有機

ＥＬ素子は、その有機ＥＬ素子に接続された走査電極と
データ電極との間の電位差が所定のしきい値以上のとき
に発光する。なお、符号ＲＬｙ（ｙ＝１～ｎ）は、ｙ行
目の走査電極を表し、符号ＣＬｘ（ｘ＝１～ｍ）は、ｘ
列目のデータ電極を表し、符号ＥＬ

x,y
は、ｘ列、ｙ行

目の有機ＥＬ素子を表している。有機ＥＬ素子は、容量
性負荷である。図２では、有機ＥＬ素子をダイオード要
素と寄生容量との並列回路として表している。
【００４２】走査電極駆動回路２は、有機ＥＬ表示器１
の走査電極ＲＬ１～ＲＬｎに接続され、走査電極ＲＬ１
～ＲＬｎを順に選択状態とするように、走査電極ＲＬ１
～ＲＬｎを駆動するようになっている。データ電極駆動
部３（データ電極駆動回路３Ａ～３Ｄ）は、有機ＥＬ表
示器１のデータ電極ＣＬ１～ＣＬｍに接続され、データ
電極ＣＬ１～ＣＬｍを任意に選択状態とするように、デ
ータ電極ＣＬ１～ＣＬｍを駆動するようになっている。
【００４３】走査電極駆動回路２は、ｎ個のスイッチＳ
２１～Ｓ２ｎを有している。各スイッチＳ２１～Ｓ２ｎ
の可動接点は、それぞれ、走査電極ＲＬ１～ＲＬｎに接
続されている。各スイッチＳ２１～Ｓ２ｎの２つの固定
接点のうちの一方の固定接点には高電圧Ｖｓが印加され
ている。各スイッチＳ２１～Ｓ２ｎの他方の固定接点に
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9
はアース電圧（０Ｖ）が印加されている。走査電極駆動
回路２は、あるスイッチの可動接点をアース電圧側の固
定接点に接続することで、そのスイッチに接続された走
査電極にアース電圧を印加して、その走査電極を選択状
態にする。また、走査電極駆動回路２は、他のスイッチ
の可動接点を高電圧Ｖｓ側の固定接点に接続すること
で、他のスイッチに接続された走査電極に高電圧Ｖｓを
印加して、その走査電極を非選択状態にする。走査電極
駆動回路２は、このような動作を、スイッチＳ２１から
スイッチＳ２ｎまで順次繰り返して、線順次駆動を行
う。
【００４４】次に、図３を参照して、データ電極駆動部
３の構成について説明する。図３は、図２における要部
を示す回路図である。図３では、データ電極ＣＬ１～Ｃ
Ｌｍのうちの一つのデータ電極を、符号ＣＬを付して示
している。また、図３では、データ電極ＣＬと走査電極
ＲＬ１，ＲＬ２，ＲＬ３，…のそれぞれに接続された有
機ＥＬ素子Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３，…をダイオード要素で表
している。データ電極ＣＬは有機ＥＬ素子Ｄ１，Ｄ２，
Ｄ３，…のダイオード要素のアノードに接続され、走査
電極ＲＬ１，ＲＬ２，ＲＬ３，…は有機ＥＬ素子Ｄ１，
Ｄ２，Ｄ３，…のダイオード要素のカソードに接続され
ている。
【００４５】図３に示したように、データ電極駆動部３
は、各データ電極ＣＬ毎に、データ電極ＣＬに定電流を
供給するための定電流回路３１を有している。データ電
極駆動部３は、更に、定電流回路３１とこの定電流回路
３１に高電圧Ｖｄを供給する電圧源との間に設けられた
スイッチＳ１１と、一端がデータ電極ＣＬに接続された
スイッチＳ１２とを有している。スイッチＳ１２の他端
は、低インピーダンスの線路を介して接地されている。
スイッチＳ１１は、データ電極ＣＬに対応する画素信号
（表示データ）に応じて開閉される。スイッチＳ１２
は、スイッチＳ１１と逆の状態となるように開閉され
る。
【００４６】データ電極駆動部３は、走査電極駆動回路
２のスイッチＳ２１～Ｓ２ｎの動作に同期して、スイッ
チＳ１１，Ｓ１２を動作させる。具体的には、データ電
極駆動部３は、ある走査電極が選択状態のとき、発光さ
せる有機ＥＬ素子に接続されたデータ電極ＣＬに対応す
るスイッチＳ１１を閉じると共にスイッチＳ１２を開
き、有機ＥＬ素子に定電流回路３１によって生成される
定電流を供給する。また、データ電極駆動部３は、発光
させる有機ＥＬ素子以外の有機ＥＬ素子に接続されたデ
ータ電極ＣＬには、スイッチＳ１１を開くと共にスイッ
チＳ１２を閉じることにより、アース電圧を印加する。
【００４７】図３に示したように、走査電極ＲＬ１，Ｒ
Ｌ２，ＲＬ３，…は、走査電極駆動回路２内のシフトレ
ジスタ等によって順次切り換えられるスイッチＳ２１，
Ｓ２２，Ｓ２３，…を介して、接地されるか、高電圧Ｖ
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ｓの給電線に接続される。なお、図３に示した例では、
スイッチＳ２１，Ｓ２２，Ｓ２３，…は、負荷である有
機ＥＬ素子Ｄ１，Ｄ２，Ｄ３，…のダイオード要素のカ
ソードに接続されているので、各走査電極ＲＬ１，ＲＬ
２，ＲＬ３，…を高電圧Ｖｓの給電線に接続する代わり
に、高インピーダンスの状態に保つようにしてもよい。
【００４８】図３に示した例では、走査電極ＲＬ２がス
イッチＳ２２を介して接地され、選択状態となってい
る。また、データ電極ＣＬに対応する画素信号が“１”
であり、スイッチＳ１１が閉じられ、スイッチＳ１２が
開かれている。そのため、定電流回路３１は高電圧Ｖｄ
の供給を受けて動作状態となると共に、データ電極ＣＬ
はスイッチＳ１２によって接地点から切り離されてい
る。その結果、定電流回路３１から、データ電極ＣＬ、
有機ＥＬ素子Ｄ２、走査電極ＲＬ２およびスイッチＳ２
２を経て、接地点に一定値の電流が流れ、有機ＥＬ素子
Ｄ２が発光する。走査電極ＲＬ１と走査電極ＲＬ３に
は、スイッチＳ２１とスイッチＳ２３を介して高電圧Ｖ
ｓが印加されているため、有機ＥＬ素子Ｄ１，Ｄ３には
電流が流れず、有機ＥＬ素子Ｄ１，Ｄ３は発光しない。
【００４９】選択状態の走査電極が、走査電極ＲＬ２か
ら走査電極ＲＬ３に移行すると、スイッチＳ２２が切り
換えられ、走査電極ＲＬ２に高電圧Ｖｓが印加され、有
機ＥＬ素子Ｄ２に流れる電流が停止し、有機ＥＬ素子Ｄ
２の発光が停止する。走査電極ＲＬ３が選択状態のとき
に、データ電極ＣＬに対応する画素信号が“０”であっ
たとすると、スイッチＳ１１が開かれ、スイッチＳ１２
が閉じられる。その結果、定電流回路３１の動作が停止
すると同時に、データ電極ＣＬがスイッチＳ１２を介し
て接地される。これにより、直前まで定電流回路３１に
導通していた有機ＥＬ素子Ｄ２の内部やデータ電極ＣＬ
から、スイッチＳ１２を介して放電が開始される。
【００５０】データ電極ＣＬに対応する画素信号が
“０”に保たれる期間が長い場合には、有機ＥＬ素子Ｄ
２の内部やデータ電極ＣＬからの放電が完全に終了す
る。そして、画素信号が次に“１”になるまでの期間、
有機ＥＬ素子Ｄ２は逆バイアス状態に保たれ、有機ＥＬ
素子Ｄ２内の粒子の移動（マイグレーション）に伴う発
光特性の劣化の回復が行われる。この回復は、有機ＥＬ
素子Ｄ２だけではなく、選択されていない走査電極とデ
ータ電極ＣＬとに接続されている全ての有機ＥＬ素子に
ついて行われる。
【００５１】図４は、図３における定電流回路３１とそ
の周辺回路の構成の一例を示す回路図である。この例で
は、スイッチＳ１１とスイッチＳ１２は、電界効果トラ
ンジスタによって構成されている。スイッチＳ１１を構
成する電界効果トランジスタのゲートには画素信号Ｓｃ
がそのまま印加され、スイッチＳ１２を構成する電界効
果トランジスタのゲートには、画素信号Ｓｃをインバー
タ３６によって反転した信号が印加されるようになって
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いる。
【００５２】図４に示した定電流回路３１は、一端がス
イッチＳ１１に接続された抵抗器３２と、ドレインが抵
抗器３２の他端に接続され、ソースがデータ電極ＣＬに
接続された電界効果トランジスタ３３と、出力端が電界
効果トランジスタ３３のゲートに接続された演算増幅器
３４とを有している。演算増幅器３４の一方の入力端
は、抵抗器３２と電界効果トランジスタ３３との接続点
に接続され、演算増幅器３４の他方の入力端には、基準
値としての基準電圧Ｖrefが印加されるようになってい
る。
【００５３】図４に示した定電流回路３１では、演算増
幅器３４によって、抵抗器３２と電界効果トランジスタ
３３との接続点の電圧と基準電圧Ｖrefとの大小関係に
応じた制御電圧が発生され、この制御電圧が電界効果ト
ランジスタ３３のゲートに印加されることにより、電界
効果トランジスタ３３に流れる電流、すなわちデータ電
流ＣＬに供給される電流の値が一定に保たれるようにな
っている。
【００５４】図３および図４では、定電流回路３１と定
電圧の給電線との間に画素信号Ｓｃに応じて開閉される
スイッチＳ１１を設けた構成を例示した。しかしなが
ら、そのようなスイッチを定電流回路の一部として定電
流回路の内部に含ませたり、定電流回路内の定電流源自
体をスイッチ動作させることにより、各データ電極ＣＬ
に供給される画素信号Ｓｃが“１”か“０”かに応じ
て、そのデータ電極ＣＬに接続された定電流回路を動作
状態と非動作状態とに切り換えるように構成することも
できる。定電流源自体をスイッチ動作させる構成として
は、例えば、定電流源をカレントミラー構成とし、この
定電流源の電流能力を決める大元の定電流回路の動作を
止めることにより、定電流源の動作を止めるような構成
が考えられる。
【００５５】図５は、図４における定電流回路３１に与
える基準値としての基準電圧Ｖrefを生成する基準値生
成回路の一例を示す回路図である。図５に示した基準値
生成回路４０は、ツェナーダイオードＴＤ１，ＴＤ２
と、スイッチＳ３と、抵抗器４１とを有している。ツェ
ナーダイオードＴＤ１，ＴＤ２の各アノードは接地され
ている。スイッチＳ３は、１つの可動接点と２つの固定
接点を有している。ツェナーダイオードＴＤ１のカソー
ドは、スイッチＳ３の一方の固定接点に接続され、ツェ
ナーダイオードＴＤ２のカソードは、スイッチＳ３の他
方の固定接点に接続されている。抵抗器４１の一端には
電源電圧Ｖが印加され、他端はスイッチＳ３の可動接点
に接続されている。抵抗器４１とスイッチＳ３の可動接
点との接続点は出力端４２に接続され、この出力端４２
より基準電圧Ｖrefが出力されるようになっている。な
お、抵抗器４１は、出力端４２に流れる電流を制限する
ためのものである。
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【００５６】図５に示した基準値生成回路４０は、図１
に示したデータ電極駆動部３内に設けられ、各データ電
極毎に設けられた定電流回路３１に対して共通の基準電
圧Ｖrefを与える。スイッチＳ３は、ラッチパルスに同
期して、表示制御部５によって制御されるようになって
いる。なお、スイッチＳ３を切り換える制御信号は、表
示制御部５が出力するようにしてもよいし、表示制御部
５が出力するラッチパルスに基づいてデータ電極駆動部
３内の回路で生成するようにしてもよい。
【００５７】図５に示した基準値生成回路４０では、ツ
ェナーダイオードＴＤ１のツェナー電圧値がツェナーダ
イオードＴＤ２のツェナー電圧値よりも大きくなってい
る。そのため、スイッチＳ３の可動接点がツェナーダイ
オードＴＤ１側の固定接点に接続されているときの基準
電圧Ｖrefは、スイッチＳ３の可動接点がツェナーダイ
オードＴＤ２側の固定接点に接続されているときの基準
電圧Ｖrefよりも大きくなる。図４に示した定電流回路
３１では、基準電圧Ｖrefが大きいほど、出力する定電
流の値が大きくなるようになっている。従って、基準値
生成回路４０においてスイッチＳ３を切り換えて基準電
圧Ｖrefの大きさを切り換えることにより、定電流回路
３１が出力する定電流の値を切り換えることができる。
【００５８】なお、図４に示した定電流回路３１におい
て、基準電圧Ｖrefの大小関係と定電流の値の大小関係
は、上記の場合と逆でもよい。この場合には、基準値生
成回路４０は、大きい方の定電流の値を選択する場合に
は小さい方の基準電圧Ｖrefを出力し、小さい方の定電
流の値を選択する場合には大きい方の基準電圧Ｖrefを
出力するようにする。
【００５９】基準値生成回路４０は、本発明における基
準値選択手段に対応する。また、定電流回路３１および
基準値生成回路４０が、本発明の一実施の形態に係る定
電流装置を構成する。
【００６０】なお、定電流回路３１に与える基準値は、
基準電圧Ｖrefに限らず、例えば基準電流でもよい。図
６は、このような基準電流を生成する基準値生成回路の
一例を示す回路図である。図６に示した基準値生成回路
５０は、ツェナーダイオードＴＤ３，ＴＤ４と、スイッ
チＳ４と、抵抗器５１，５２，５３とを有している。抵
抗器５１の一端には電源電圧Ｖが印加され、抵抗器５１
の他端はツェナーダイオードＴＤ３のカソードに接続さ
れ、ツェナーダイオードＴＤ３のアノードは接地されて
いる。抵抗器５２の一端には電源電圧Ｖが印加され、抵
抗器５２の他端はツェナーダイオードＴＤ４のカソード
に接続され、ツェナーダイオードＴＤ４のアノードは接
地されている。スイッチＳ４は、１つの可動接点と２つ
の固定接点を有している。抵抗器５１とツェナーダイオ
ードＴＤ３との接続点はスイッチＳ４の一方の固定接点
に接続され、抵抗器５２とツェナーダイオードＴＤ４と
の接続点はスイッチＳ４の他方の固定接点に接続されて
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いる。スイッチＳ４の可動接点は抵抗器５３の一端に接
続され、抵抗器５３の他端は出力端５４に接続され、こ
の出力端５４より基準電圧Ｉrefが出力されるようにな
っている。
【００６１】ここで、ツェナーダイオードＴＤ３のツェ
ナー電圧値をＶz1とし、ツェナーダイオードＴＤ４のツ
ェナー電圧値をＶz2とし、抵抗器５３の抵抗値をＲとす
る。この場合、スイッチＳ４の可動接点がツェナーダイ
オードＴＤ３側の固定接点に接続されているときの基準
電流ＩrefはＶz1／Ｒとなり、スイッチＳ４の可動接点
がツェナーダイオードＴＤ４側の固定接点に接続されて
いるときの基準電流ＩrefはＶz2／Ｒとなる。従って、
図６に示した基準値生成回路５０は、ツェナーダイオー
ドＴＤ３，ＴＤ４のツェナー電圧値Ｖz1，Ｖz2を異なら
せることで、値の異なる２種類の基準電流Ｉrefを選択
的に出力することができる。
【００６２】図６に示したような基準値生成回路５０か
ら出力される基準電流Ｉrefを、図４に示した定電流回
路３１に基準値として与える場合には、図７に示したよ
うに、演算増幅器３４の基準値の入力端を、所定の抵抗
値の抵抗器５６を介して接地し、この演算増幅器３４の
基準値の入力端と抵抗器５６との接続点に、基準電流Ｉ
refを供給するようにすればよい。
【００６３】また、定電流回路３１に与える基準値は、
例えば基準抵抗値でもよい。図８は、このような基準抵
抗値を生成する基準値生成回路の一例を示す回路図であ
る。図８に示した基準値生成回路６０は、スイッチＳ５
と、互いに抵抗値の異なる抵抗器Ｒ１，Ｒ２とを有して
いる。スイッチＳ５は、１つの可動接点と２つの固定接
点を有している。スイッチＳ５の一方の固定接点は抵抗
器Ｒ１を介して接地され、他方の固定接点は抵抗器Ｒ２
を介して接地され、可動接点は出力端６１に接続されて
いる。スイッチＳ５を介して出力端６１に選択的に接続
される抵抗器Ｒ１または抵抗器Ｒ２の抵抗値が、基準値
生成回路６０が出力する基準抵抗値Ｒrefとなる。
【００６４】図９は、基準抵抗値を生成する基準値生成
回路の他の例を示す回路図である。図９に示した基準値
生成回路６０は、開閉スイッチＳ６と、互いに抵抗値の
異なる抵抗器Ｒ３，Ｒ４とを有している。スイッチＳ６
は、１つの可動接点と１つの固定接点を有している。抵
抗器Ｒ３の一端は接地され、他端は出力端６１に接続さ
れている。抵抗器Ｒ４の一端は接地され、他端はスイッ
チＳ６の固定接点に接続されている。スイッチＳ６の可
動接点は出力端６１に接続されている。図９に示した基
準値生成回路６０では、出力端６１より出力される基準
抵抗値Ｒrefは、スイッチＳ６が開いているときには抵
抗器Ｒ３の抵抗値となり、スイッチＳ６が閉じていると
きには抵抗器Ｒ３と抵抗器Ｒ４の合成抵抗値となる。
【００６５】図８または図９に示したような基準値生成
回路６０から出力される基準抵抗値Ｒrefを、図４に示
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した定電流回路３１に基準値として与える場合には、図
１０に示したように、演算増幅器３４の基準値の入力端
に、所定の抵抗値の抵抗器６６を介して電源電圧Ｖを印
加し、この演算増幅器３４の基準値の入力端と抵抗器６
６との接続点に、基準抵抗値Ｒrefを出力する基準値生
成回路６０の出力端を接続するようにすればよい。
【００６６】なお、図９に示したように開閉スイッチを
用いて基準値を切り換える方法は、図５に示したように
基準電圧を生成する基準値生成回路４０にも適用するこ
とができる。この場合の基準値生成回路４０では、例え
ば、図１１に示したように、図５におけるスイッチＳ３
の代りに開閉スイッチＳ７を設ける。スイッチＳ７の一
端はツェナーダイオードＴＤ２のカソードに接続され、
スイッチＳ７の他端は出力端４２に接続される。ツェナ
ーダイオードＴＤ１のカソードは出力端４２に接続され
る。なお、図１１における抵抗器７１は、図５における
抵抗器４１の代りに設けられ、出力端４２に流れる電流
を制限するためのものである。図１１に示した基準値生
成回路４０では、ツェナーダイオードＴＤ１のツェナー
電圧値がツェナーダイオードＴＤ２のツェナー電圧値よ
りも大きいものとし、スイッチＳ７が開いているときに
出力端４２より出力される基準電圧Ｖrefを第１の基準
電圧とすると、スイッチＳ７を閉じると、第１の基準電
圧よりも低い電圧の第２の基準電圧を生成することがで
きる。
【００６７】また、同様に、図９に示したように開閉ス
イッチを用いて基準値を切り換える方法は、図６に示し
たように基準電流を生成する基準値生成回路５０にも適
用することができる。この場合の基準値生成回路５０
は、例えば、図１２に示したように、ツェナーダイオー
ドＴＤと、開閉スイッチＳ８と、抵抗器８０，８１，８
２とを有している。抵抗器８０の一端には電源電圧Ｖが
印加され、抵抗器８０の他端はツェナーダイオードＴＤ
のカソードに接続され、ツェナーダイオードＴＤのアノ
ードは接地されている。抵抗器８１の一端は、抵抗器８
０とツェナーダイオードＴＤとの接続点に接続され、抵
抗器８１の他端は出力端８４に接続され、この出力端８
４より基準電圧Ｉrefが出力されるようになっている。
スイッチＳ８の一端は、抵抗器８０とツェナーダイオー
ドＴＤとの接続点に接続され、スイッチＳ８の他端は、
抵抗器８２を介して接地されている。図１２に示した基
準値生成回路５０では、スイッチＳ８が開いているとき
に出力端８４より出力される基準電流Ｉrefを第１の基
準電流とすると、スイッチＳ８を閉じたときには、スイ
ッチＳ８が開いているときに抵抗器８１を流れていた電
流の一部が抵抗器８２に分流されるため、第１の基準電
流よりも低い電流の第２の基準電流を生成することがで
きる。
【００６８】本発明の一実施の形態に係る表示装置の駆
動方法では、有機ＥＬ素子に対して電流が供給される期
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間、すなわち一走査電極の選択期間のうち、電流の供給
開始から所定の期間に有機ＥＬ素子に供給される定電流
の値（以下、第１の定電流値と言う。）が、残りの期間
に有機ＥＬ素子に供給される定電流の値（以下、第２の
定電流値と言う。）よりも大きくなるように、基準値生
成回路（４０，５０または６０）の出力する基準値（基
準電圧Ｖref、基準電流Ｉrefまたは基準抵抗値Ｒref）
が切り換えられる。ここで、第２の定電流値は、定常状
態に達したときに有機ＥＬ素子の両端間の電圧の値が一
定値Ｖ

0
となるような値Ｌ

0
とする。

【００６９】第１の定電流値と第２の定電流値の切り換
えのタイミングは、表示器１の走査電極数に依存する。
基本的には、第１の定電流値の選択期間は、一走査電極
の選択期間の５分の１以下、好ましくは１０分の１以
下、より好ましくは２０分の１以下である。ただし、第
１の定電流値と第２の定電流値のどちらが選択されてい
ても、有機ＥＬ素子には発光に必要な定電流が供給され
ているため、所望の発光輝度を得ることが可能である。
【００７０】次に、図１３を参照して、本実施の形態に
係る表示装置で使用される有機ＥＬ表示器の構成の一例
について説明する。図１３は、有機ＥＬ表示器の構成の
一例を示す説明図である。この例における有機ＥＬ表示
器１は、基板９１上にマトリクス状に配置されたホール
注入電極（データ電極）９２と電子注入電極（走査電
極）９７との間に、ホール注入電極９２側から順に、ホ
ール注入層９３、ホール輸送層９４、発光層９５および
電子注入輸送層９６が積層され、必要に応じて更に保護
層が積層され、更にこれらの上にガラス等の封止板を配
置した構成を有する。有機ＥＬ素子は、ホール注入電極
９２と電子注入電極９７の交差部分に形成される。この
例では、基板９１はガラス基板であり、データ電極９２
は透明電極である。
【００７１】次に、図１３に示した有機ＥＬ表示器の作
製方法の一例について説明する。この例では、ガラス基
板９１上に、スパッタ法にて、ＩＴＯからなる薄膜を約
１００ｎｍの厚さに成膜する。次に、得られたＩＴＯか
らなる薄膜を、フォトリソグラフィを用いてエッチング
することによってパターンニングすることによって、例
えば２５６×６４ドット（画素）のパターンを構成する
ホール注入電極９２を形成する。
【００７２】次に、上述のホール注入電極９２と電極用
配線等が形成されている基板の表面を紫外線オゾン洗浄
した後、基板の表面に蒸着用マスクを装着し、真空蒸着
装置の基板ホルダにその基板を固定して、装置内を減圧
する。
【００７３】次に、真空蒸着装置によって、ホール注入
電極９２上にポリチオフェンを１０ｎｍの厚さに蒸着す
ることによってホール注入層９３を形成する。次に、真
空蒸着装置において減圧状態を維持したまま、ホール注
入層９３の上に、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ｍ
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－トリル－４，４’－ジアミノ－１，１’－ビフェニル
（ＴＰＤ）を３５ｎｍの厚さに蒸着することによって、
ホール輸送層９４を形成する。
【００７４】次に、真空蒸着装置において減圧状態を維
持したまま、ホール輸送層９４の上に、トリス（８－キ
ノリノラト）アルミニウム（Ａｌｑ

3
）を５０ｎｍの厚

さに蒸着することによって、発光層９５および電子注入
輸送層９６を形成する。
【００７５】次に、真空蒸着装置において減圧状態を維
持したまま、基板９１上に上記各層が形成された構造体
を、真空蒸着装置からスパッタ装置に移し、スパッタ圧
力１．０Ｐａのスパッタリングによって、電子注入輸送
層９６の上にＡｌＬｉ（Ｌｉ濃度：７．２at％）を５０
ｎｍの厚さに成膜することによって電子注入電極９７を
形成する。その際のスパッタガスはＡｒであり、投入電
力は１００Ｗであり、ターゲットの大きさは４インチ径
であり、基板とターゲットの距離は９０ｍｍである。
【００７６】次に、減圧を維持したまま、電子注入電極
９７まで形成された構造体を、他のスパッタ装置に移
し、電子注入電極９７の上に、Ａｌターゲットを用いた
直流スパッタ法により、Ａｌ保護電極を２００ｎｍの厚
さに成膜する。上記の蒸着用マスクは、全ての層の形成
が終了した時点で取り外す。最後に、Ａｌ保護電極まで
形成された構造体にガラス封止板を貼り合わせて、有機
ＥＬ表示器１の作製を終了する。
【００７７】表示装置は、上述のようにして作製された
有機ＥＬ表示器１を用いて、例えば以下のようにして作
製される。すなわち、有機ＥＬ表示器１に対して、６４
出力のドライバＩＣからなる１つの走査電極駆動回路２
と、それぞれ６４出力のドライバＩＣからなる４つのデ
ータ電極駆動回路３Ａ～３Ｄを、例えばＴＡＢ（TapeCa
rrier Package）実装する。更に、コントローラ、マイ
クロコンピュータ等の制御回路が実装されたプリント基
板（ＰＣＢ；Printed Circuit Board）に、駆動回路
２，３Ａ～３Ｄをフラットケーブルで接続することによ
って、表示装置が完成する。
【００７８】次に、本実施の形態に係る表示装置の動作
について説明する。本実施の形態に係る表示装置では、
走査電極駆動回路２は、有機ＥＬ表示器１の走査電極を
順に選択状態とするように走査電極を駆動する。走査電
極駆動回路２は、選択状態の走査電極にアース電圧を印
加し、非選択状態の走査電極に高電圧Ｖｓを印加する。
データ電極駆動回路３Ａ～３Ｄは、表示データに基づい
て、有機ＥＬ表示器１のデータ電極を任意に選択状態と
するようにデータ電極を駆動する。データ電極駆動回路
３Ａ～３Ｄは、選択状態のデータ電極に、定電流回路３
１より定電流を供給し、非選択状態のデータ電極にアー
ス電圧を印加する。選択状態の走査電極と選択状態のデ
ータ電極とに接続された有機ＥＬ素子には、定電流回路
３１より定電流が供給され、この有機ＥＬ素子が発光す
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る。
【００７９】本実施の形態では、定電流回路３１に与え
る基準電圧Ｖref、基準電流Ｉref、基準抵抗値Ｒref等
の基準値を切り換えることにより、一走査電極の選択期
間のうち、電流の供給開始から所定の期間に有機ＥＬ素
子に供給される第１の定電流値が、残りの期間に有機Ｅ
Ｌ素子に供給される第２の定電流値よりも大きくなるよ
うにしている。
【００８０】図１４は、本実施の形態において有機ＥＬ
素子に供給される電流の波形と有機ＥＬ素子の両端間の
電圧の波形を示す波形図である。図１４において、
（ａ）は有機ＥＬ素子に供給される電流の波形を示し、
（ｂ）は（ａ）に示した波形で電流が供給された場合に
おける有機ＥＬ素子の両端間の電圧の波形を示してい
る。本実施の形態では、第２の定電流値は、定常状態に
達したときに有機ＥＬ素子の両端間に印加される駆動電
圧の値が一定値Ｖ

0
となるような値Ｌ

0
とする。第１の定

電流値は、第２の定電流値Ｌ
0
よりも大きい値Ｌ

1
に設定

される。第２の定電流値Ｌ
0
は、例えば、５０μＡ～１

ｍＡの範囲内の値、好ましくは５０μＡ～８００μＡの
範囲内の値に設定される。この場合、第１の定電流値Ｌ

1
は、Ｌ

1
＞Ｌ

0
の関係を満たすという条件の下で、例え

ば、１００μＡ～２ｍＡの範囲内の値、好ましくは２０
０μＡ～１．５ｍＡの範囲内の値に設定される。
【００８１】本実施の形態では、有機ＥＬ素子に供給さ
れる定電流の値を上述のように切り換えることにより、
有機ＥＬ素子に充電電流が流れる期間における有機ＥＬ
素子の駆動電圧の立ち上がりの遅れが抑制される。本実
施の形態において、有機ＥＬ素子の駆動電圧の立ち上が
り時の波形は、図１４（ｂ）において実線で示したよう
に急峻に立ち上がって一定値Ｖ

0
に達するものでもよい

し、２つの破線で示したように、一旦一定値Ｖ
0
よりも

大きくなった後に一定値Ｖ
0
になるものや、鈍りはある

が、図１５（ｂ）に示した従来例における波形に比べる
と鈍りが小さいものでもよい。
【００８２】以上説明したように、本実施の形態では、
容量性負荷となる有機ＥＬ素子を駆動する際に、定電流
回路３１に与える基準値を切り換えることにより、有機
ＥＬ素子に対して電流が供給される期間のうち、電流の
供給開始から所定の期間に有機ＥＬ素子に供給される定
電流の値が、残りの期間に有機ＥＬ素子に供給される定
電流の値よりも大きくなるようにしている。従って、本
実施の形態によれば、有機ＥＬ素子に充電電流が流れる
期間における有機ＥＬ素子の駆動電圧の立ち上がりの遅
れを抑制して、有機ＥＬ素子の発光遅延を抑制すること
が可能になる。また、本実施の形態によれば、有機ＥＬ
素子の駆動電圧の立ち上がりを速くすることができるこ
とから、有機ＥＬ表示器１の駆動速度を大きくすること
が可能になる。
【００８３】また、本実施の形態によれば、定電流回路
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３１に与える基準値を選択することで定電流の値を変え
ることができるので、データ電極毎に、値の異なる複数
の定電流を生成する複数の定電流回路を設ける必要がな
く、回路規模が大きくなることを防止することができ
る。
【００８４】また、本実施の形態では、有機ＥＬ表示器
１を定電流駆動するので、定電流の値に対応する基準値
を決定するための、基準値生成回路における回路の定数
の決定が容易である。
【００８５】なお、本発明は、上記各実施の形態に限定
されず、種々変更が可能である。例えば、定電流回路３
１は、図４に示した構成のものに限らず、基準電圧Ｖre
f、基準電流Ｉref、基準抵抗値Ｒref等の基準値によっ
て定電流の値を変えることのできる構成であればよい。
また、基準値生成回路は、図５、図６、図８、図９、図
１１、図１２に示した構成のものに限らず、複数の基準
値を選択的に出力することのできる構成であればよい。
例えば、基準値生成回路は、ポテンショメータを用いて
複数の基準電圧Ｖref、基準電流Ｉrefあるいは基準抵抗
値Ｒrefを生成するものでもよい。また、基準値の種類
は、２種類に限らず、３種類以上でもよい。この場合に
は、有機ＥＬ素子に供給される定電流の値が、電流の供
給開始時に近いほど大きくなるように、基準値を切り換
えるのが好ましい。
【００８６】また、本発明は、表示器がマトリクス電極
構成の表示装置に限らず、表示器がセグメント電極構成
の表示装置にも適用することができる。
【００８７】また、本発明は、有機ＥＬ表示装置に限ら
ず、容量性負荷となる発光素子を有する表示装置全般に
適用可能である。
【００８８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明の定電流装
置によれば、容量性負荷を駆動する際には、容量性負荷
に対して電流が供給される期間のうち、電流の供給開始
から所定の期間に容量性負荷に供給される定電流の値
が、残りの期間に容量性負荷に供給される定電流の値よ
りも大きくなるように基準値選択手段を制御すること
で、駆動電圧の立ち上がりの遅れを抑制することが可能
になるという効果を奏する。また、本発明の定電流装置
によれば、定電流回路に与える基準値を選択することで
定電流の値を変えることができるので、値の異なる複数
の定電流を生成する複数の定電流回路を設ける必要がな
く、回路規模が大きくなることを防止することができる
という効果を奏する。
【００８９】また、本発明の表示装置またはその駆動方
法によれば、容量性負荷となる発光素子を駆動する際に
は、発光素子に対して電流が供給される期間のうち、電
流の供給開始から所定の期間に発光素子に供給される定
電流の値が、残りの期間に発光素子に供給される定電流
の値よりも大きくなるように基準値選択手段を制御する
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ことで、駆動電圧の立ち上がりの遅れを抑制することが
可能になるという効果を奏する。また、本発明の表示装
置またはその駆動方法によれば、定電流回路に与える基
準値を選択することで定電流の値を変えることができる
ので、値の異なる複数の定電流を生成する複数の定電流
回路を設ける必要がなく、回路規模が大きくなることを
防止することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施の形態に係る表示装置の全体の
構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図１における有機ＥＬ表示器、走査電極駆動回
路およびデータ電極駆動部の概略の構成を示す回路図で
ある。
【図３】図２における要部を示す回路図である。
【図４】図３における定電流回路とその周辺回路の構成
の一例を示す回路図である。
【図５】本発明の一実施の形態における基準値生成回路
の一例を示す回路図である。
【図６】本発明の一実施の形態における基準値生成回路
の他の例を示す回路図である。
【図７】図６に示した基準値生成回路を用いる場合にお
ける定電流回路の要部を示す回路図である。
【図８】本発明の一実施の形態における基準値生成回路*
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*の更に他の例を示す回路図である。
【図９】本発明の一実施の形態における基準値生成回路
の更に他の例を示す回路図である。
【図１０】図８または図９に示した基準値生成回路を用
いる場合における定電流回路の要部を示す回路図であ
る。
【図１１】本発明の一実施の形態における基準値生成回
路の更に他の例を示す回路図である。
【図１２】本発明の一実施の形態における基準値生成回
路の更に他の例を示す回路図である。
【図１３】本発明の一実施の形態における有機ＥＬ表示
器の構成の一例を説明するための説明図である。
【図１４】本発明の一実施の形態において有機ＥＬ素子
に供給される電流の波形と有機ＥＬ素子の両端間の電圧
の波形を示す波形図である。
【図１５】定電流源によって容量性負荷に供給される電
流の波形と容量性負荷の両端間の電圧の波形を示す波形
図である。
【符号の説明】
１…有機ＥＬ表示器、２…走査電極駆動回路、３…デー
タ電極駆動部、３Ａ～３Ｄ…データ電極駆動回路、４…
主制御部、５…表示制御部、６…表示データ記憶部、３
１…定電流回路、４０…基準値生成回路。

【図１】 【図３】

【図１０】
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─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１２年９月１日（２０００．９．１）
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正内容】
【００１０】また、特開平１１－２３１８３４号公報に

は、発光素子に接続可能とされる第１の駆動源と第２の
駆動源とを設け、発光素子を駆動する際に、最初に第１
の駆動源によって発光素子に駆動電流を供給し、続いて
第２の駆動源によって発光素子に駆動電流を供給するよ
うにすると共に、第１の駆動源による駆動電流が第２の
駆動源による駆動電流よりも大きくした技術が示されて
いる。

  
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
  
(51)Int.Cl.7              識別記号                        ＦＩ                              テーマコート゛(参考）
   Ｈ０５Ｂ  33/14                                       Ｈ０５Ｂ  33/14                 Ａ    
  
Ｆターム(参考） 3K007 AB02 AB05 AB11 DA02 GA04
                5C080 AA06 BB05 DD08 EE25 FF12
                      GG02 JJ01 JJ02 JJ03 JJ04
                      JJ06 
                5C094 AA23 CA19 DA09 GA10 



专利名称(译) 恒流装置，显示装置及其驱动方法

公开(公告)号 JP2001188501A 公开(公告)日 2001-07-10

申请号 JP2000192023 申请日 2000-06-27

[标]申请(专利权)人(译) 东京电气化学工业株式会社

申请(专利权)人(译) TDK公司

[标]发明人 古川広忠
斎藤義広

发明人 古川 広忠
斎藤 義広

IPC分类号 H05B33/08 G09F9/30 G09G3/20 G09G3/30 G09G3/32 H01L27/32 H01L51/50 H05B33/14

CPC分类号 G09G3/3216 G09G3/3283 G09G2310/0251 G09G2310/06 G09G2330/028

FI分类号 G09G3/20.612.E G09G3/20.611.J G09F9/30.365.Z G09G3/30.H H05B33/08 H05B33/14.A G09F9/30.
365 G09G3/3216 G09G3/3266 G09G3/3275 G09G3/3283 H01L27/32

F-TERM分类号 3K007/AB02 3K007/AB05 3K007/AB11 3K007/DA02 3K007/GA04 5C080/AA06 5C080/BB05 5C080
/DD08 5C080/EE25 5C080/FF12 5C080/GG02 5C080/JJ01 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 
5C080/JJ06 5C094/AA23 5C094/CA19 5C094/DA09 5C094/GA10 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107
/CC31 3K107/CC43 3K107/CC45 3K107/EE02 3K107/EE59 3K107/HH04 5C380/AA01 5C380/AB01 
5C380/AB05 5C380/BA13 5C380/BC04 5C380/BC09 5C380/BC14 5C380/BD08 5C380/BD09 5C380
/CA08 5C380/CA13 5C380/CA29 5C380/CA30 5C380/CA49 5C380/CA53 5C380/CA54 5C380/CB01 
5C380/CE08 5C380/CF02 5C380/CF06 5C380/CF07 5C380/CF13 5C380/CF26 5C380/CF27 5C380
/CF41 5C380/CF46 5C380/CF51 5C380/CF58 5C380/CF62 5C380/DA02 5C380/HA02 5C380/HA06

优先权 1999297593 1999-10-20 JP

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：即使在驱动成为电容性负载的发光元件时也要防止驱动
电压上升的延迟，同时还要防止电路规模的增加。 显示装置包括：具有
有机EL元件作为发光装置的有机EL显示装置1，用于驱动有机EL显示装
置1的扫描电极的扫描电极驱动电路2以及有机EL显示装置1的数据。 以
及用于驱动电极的数据电极驱动部分3。 数据电极驱动单元3具有用于向
每个数据电极向数据电极提供恒定电流的恒定电流电路。 恒定电流电路
根据诸如给定参考电压的参考值改变要输出的恒定电流的值。 参考值是
在一个扫描电极的选择时段中从开始向有机EL元件提供电流开始的预定
时段中向有机EL元件提供的恒定电流值，并且在剩余时段中被提供给有
机EL元件。 切换为大于恒定电流值。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/2b2814ad-e8e0-46fe-a736-6b1efc0f9b6b
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/026561177/publication/JP2001188501A?q=JP2001188501A

